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研究要旨 
災害時要援護者のうち電気を使う生命維持装置は支援の最優先要件のひとつである。本

稿は、非侵襲型の人工呼吸器を使用するだけでなく、全盲全ろうで、電動車いすを使用し
て単身生活をする A さんの周辺における共助としての災害対策を紹介する。A さんは自助
として周到な備蓄と連絡方法の確保を行った上に、市に災害時要援護者名簿の登録を行っ
た結果、共助としては、民生委員を介して災害時に安否確認を行う支援者 4 名を決め、安
否確認訓練が行われた。Ａさんの居住する市では人工呼吸器装着者に対する個人避難計画
の作成は重点的に進められたが、Ａさんの個人避難計画が市役所から提示される前に担当
者の交代があった。それでも、登録の翌年には、保健師、市役所職員、電力会社職員と災
害時のニーズを記入した様式の内容を共有した。 自助で残された課題のうち、停電への
対策は、保健師が東京電力に A さんを登録し、停電時に東京電力から当事者組織を介して
Ａさんに伝える手順が確認され、電力会社の事業所がＡさん自宅の近くにあることもわか
った。しかし、ライフラインの長期停止に対応する物資の配送、火事や建物倒壊の場合の
Ａさんの搬送、 高層階からの避難、単独移動中の避難、長期停電への対策、介助者の確
保、清潔な水の確保、円滑な医療連携の確保は課題として残されており、Ａさんは地域自
立支援協議会および 東京盲ろう者友の会とも連携して対策を検討している。１年半の過程
において、当事者からニーズを申し出て解決の見通しを確認することと、自助・共助・公
助の恊働が個人避難計画作成の有効であることが示唆された。 
 
A. はじめに 
 一般的な災害時の対策は、自助、共助、
公助が７：２：１の比率であると歴史的
に言われている[9―1]。共助の有効性は、
阪神・淡路大震災で 8 割が近所の人に救
出されたことから強調されている[2]。淡
路島の北淡町では町民同士が寝ている部
屋まで知っており、家屋が全壊した場合
にどこを探せばよいかがわかっていたこ
とが、発災当日の午後２時までに町民全
員の安否確認と救出ができた例として報
道された[3]。災害時要援護者支援台帳の
様式例に要援護者の寝室の場所を記載す
るのは北淡町の経験によるものと推測さ
れる。しかし、寝室の場所が登録された
としても、地域住民による助け合いが実

現するとは限らないことが要援護者支援、
特に障害者支援の難点である。 
 障害者の救出と避難誘導は障害に関す
る知識に乏しい地域住民には取り組みに
くい課題であることから、障害者に対す
る支援者の対応づけも個人避難計画の作
成も全国的に有効な実施例の報告は見当
たらない。そこで、本稿では、共助と公
助の整備に資するために、障害者の個人
避難計画の作成における共助構築の経過
事例を記載する。 
 
B. 対象と方法 
 対象者 A さん（第一著者）は、阪神淡
路大震災以降、住民による防災活動が活
発な市に居住し、すでに自助の体制をほ
ぼ整えていた[*]。他者による協力を必要



 

 
 

 

とすることに関しては、まだ、安心でき
る体制は完成してはいなかったが、自治
体が行う災害時要援護者名簿への登録か
ら 1 年半で災害時個別支援計画が着実に
進捗していた。 
研究方法は、対象者から第二著者に災

害準備活動について会議録音またはメモ
が提示され、第二著者が整理し、第一著
者が補足修正して原稿を完成させた。資
料及び草稿は電子ファイルとしてメール
に添付され、第一著者はパソコンで修正
あるいはコメントを追記た。 
 Ａさんの障害と日常生活におけるサー
ビス利用については、Ａさんの自助に関
する別稿に記載したが、以下に再掲する
[4]。Ａさんは進行性疾患であるため、進
行状況は更新した。更新を下線で示す。 
 
再掲部分開始===================== 
 A さん（ 37 才、女性）は先天性網膜
症のために弱視であり、高校で多発性硬
化症を発症し、さらに視力が低下したた
め（右：0.02、左：0.03）に一般校に在籍
しながら盲学校の支援を受けて、都内の
大学に進学し単身生活をはじめた。障害
の重複重度化のため 2012 年 9 月に退職し
た。 
 多発性硬化症の進行により、2013 年に
は、視力（左右共に０）、聴力（補聴器
を使っても音が入らない）、肢体不自由
（上肢下肢、ともに身体障害者 1 級）で
電動車いすを、呼吸機能障害に非侵襲型
の人工呼吸器（フィリップスレスピロニ
クス社：LTV1150）を、嚥下障害に胃ろ
うを使用する他、膀胱機能障害では膀胱
留置カテーテルを使用している。また、
2014 年 2 月より在宅酸素療法を開始した。
在宅酸素療法の機械には外部バッテリー
がなく、課題が増えた。他に、薬剤性肝
障害による糖尿病症状、褥瘡、てんかん
発作などがあった。平成 25 年度には、
CV ポートを入れる手術のための入院お
よび多剤耐性菌による体調不良もあった
が、盲ろう者支援、および国際会議参加
のため、海外出張を 2 度も行った。 
 日常生活での人的サービスは、ヘルパ
ー派遣（重度訪問介護）は原則 8 時から
23 時まで１日 15 時間半のうち 11 時間程

度、通訳・介助者（東京都から盲ろう者
に派遣）は年間 470 時間程度、手話通訳
者は年間 350 時間程度を利用していた。
手話通訳者は市から派遣されており、利
用時間の制限はないが利用目的に制限は
ある。また、市から派遣される手話通訳
者はガイド行為（移動支援）をすること
は認められていなかった。在宅訪問診療
ではかかりつけ医師が月に 2-3 回在宅訪
問し、訪問看護は週１回全身状態の確認
と呼吸器の回路や膀胱留置カテーテルの
交換などを行う。訪問リハビリでは、マ
ッサージ師が拘縮予防（可動域の維持）、
廃用症候群予防のための身体の調整を行
った。 
 コミュニケーションは、情報の受信は
主に触手話・指文字で行ったが、必要に
応じて手書き文字・点字・指点字を使用
する。発信は主として発声で行った。発
声が難しいときは手話、点字文字盤や手
書き文字を利用している。また、携帯点
字端末（ブレイルセンス、エクストラ
社）も利用しており、６点入力によるノ
ートテイクおよびメールの発信と点字デ
ィスプレイによりメールの受信ができた。
A さんの電動車いすには、前面の見える
位置に５cmx９cm のプレートがついてお
り、表面には「盲ろう者：耳は全くきこ
えません、目は見えません、トントンた
たいてお知らせしてね」、裏面には「手
書き文字（手のひらに字を書く）、手話
を触る（触手話）」と記載されている。
さらに、2012 年 10 月に発表された東京
都のヘルプマークを見えるところにつけ、
12 月に公表された東京都のヘルプカード
の様式を用いて自分でカードを作成し、
Ｇコードもつけて定期入れに入れて外出
していた。症状の進行に伴い、体調が悪
いと「手書き文字」が読めないこともあ
った。また、症状には日内変動もあり、
発声ができず、手の拘縮も強くなりコミ
ュニケーションが非常に困難になること
もあった。 
 再掲部分終了==================== 
 
C．結果 
１. 災害時要援護者名簿の登録 
1.1. 民生委員による支援者の決定 



 

 
 

 

 Ａさんは東日本大震災後３か月目
（2012 年６月）に居住するＭ市から障害
者向けのお便りを見て、災害時要援護者
名簿に登録した。2007 年よりＭ市では災
害時要援護者の登録を開始し、地区毎に
社会福祉協議会が安否確認を行う仕組み
を形成中で、毎年、市の広報に災害時要
援護者の募集を掲載していた。申し込み
を受けたＭ市は、同年９月に民生委員が
主導をとり A さんの支援者 4 名を決めた。
４名は、同じマンションの住民から３名
とＡさんの希望で市の登録通訳者 I さん
1 名とした。同じマンションの住民は、
Ａさんが平時に付き合いがあり頼みやす
い 2 名をまず指名した。すなわち、看護
師資格をもち夜間・緊急時にメールで依
頼すると来てくれる女性とマンションの
1 階に住み込みの管理人であった。この 2
名は、A さんの手のひらに平仮名を書い
てコミュニケーションをとっていた。ま
た、日中マンションにいることが多い主
婦Ｓさんを民生委員から推薦され、3 人
目の支援者としての顔合わせを行い、
「来たことをＡさんに伝える手話（自分
の名前程度）」を覚えてもらった。その
後、ＡさんはＳさんと出会う機会はなか
った。4 人目の支援者としては、支援者
選定の話し合いでも通訳を務めた手話通
訳者が民生委員の知人でもあり推薦され
た。「登録手話通訳者の I さんには、日
常生活で通訳を依頼することがしばしば
あり、I さんと担当民生委員と親しいこ
とから、Ａさんの様子は民生委員には I
さんを介して伝わっているだろう」とＡ
さんは推測していた。災害時に支援者が
最初に安否確認に来る保障はないが、同
年 12 月 7 日に震度 3 の地震があった際に
I さんは「練習」と言いながら安否確認
に訪れ、触手話で会話した。 
 災害発生時には、支援者はＡさんの自
宅を訪問して安否確認を行い、一時集合
場所に「Ａさんの状態」を報告すること
が取り決められた。Ａさんは同じマンシ
ョンに平成 20 年から居住しており、災害
および支援者であるかないかに関わらず、
同じマンション内の大家、常駐する管理
人、隣人、1 階のレストランの主人とも
交流があり、メールをすれば来てくれる

人もあった。しかし、ヘルパーがいない
夜間の 9 時間および日中の短時間ではあ
るがひとりきりになる時間については、
手話通訳者以外の支援者はいずれもコミ
ュニケーションに手書き文字しか使えな
いため、支援者が○×で答えられるような
質問を準備することが必要と、A さんは
考えた。 
 この時、Ａさんは、民生委員および支
援者とは、「停電、火事、建物の崩壊が
ない限り避難はしない」という方針を確
認した。停電した場合に在宅生活を続け
るには人工呼吸器の外部バッテリーの交
換(充電)と食料や医療品の更新が必要と
なるが、この時は、その話題には触れら
れなかった。 
 地震に引き続く火事等で避難せざるを
得ない場合には２つの課題があった。第
一は、マンションでエレベーターを使わ
ずに、100Kg 以上の電動車いすと人工呼
吸器と共に A さんを 5 階から移送するこ
とは容易ではないことであった。病気の
ために救急車で入院した時には、担架に
載せられて＊＊し、＊名でエレベーター
を使って搬送した。そこで、Ａさんは第
一の課題を解決するために避難シュミレ
ーションを早い段階で行うことを希望し
た。 
第二の課題は、1 階まで移動した場合

に、ある程度の期間、避難できる場所が
確定していないことであった。Ａさんの
家から居住地区の一次避難所（一時避難
集合場所）である中学校までも最寄りの
病院あるいは消防署までも 400m であっ
たが、「通常、A さんが利用しているわ
けではなく災害時に利用できるとは考え
にくい」と A さんは話した。 

 
1.2. 居住市による人工呼吸器装着者の災
害時個別計画様式の記入 
 2012 年 10 月、要援護者名簿登録から
４か月後に、M 市障害福祉課職員で難病
および災害時対策担当者 N、同ケースワ
ーカーI、保健所保健師 O、訪問看護ステ
ーション看護師 K、ホームヘルパーF、
災害時援護者である手話通訳者 I の合計
6 名が A さんを訪問した。会議のために
市から派遣された手話通訳者を介した担



 

 
 

 

当者による障害程度区分認定調査に引き
続き、災害時個別計画作成を開始した。
東京都では、同年３月に「東京都在宅人
工呼吸器使用者災害時支援指針」を決定
したため、この日は、このうち「災害時
に備えて準備しておくもの（７日間を目
安に）（様式１）」「関係者連絡リスト
（様式６）」「緊急時の医療情報連絡票
（在宅人工呼吸器使用者用）（様式
７）」「東京電力への登録」のチェック
が担当職員により A さんに確認された。
図２に様式１に記入された 15 物品の個数
と場所を、図３に様式６の記入状況を示
した。この過程で、A さんが知人から譲
り受けた故障がちなエアマットは新品を
公費給付できる可能性がケースワーカーI
から提案され、後日、給付された。 
 A さんはすでに備蓄は整備していたた
め、様式１，６，７には新規の内容はな
かった。しかし、東京電力が地域限局的
な停電や計画的な停電時の際に連絡する
仕組みを、A さんは、この時に初めて知
った。この仕組みは、平成 15 年に原子力
発電所が点検のために停止した際に東京
都が開始し、保健所・保健センターまた
は本人から東京電力に申し込むことは自
治体によってはホームページに広報され
ているが M 市のホームページにはなかっ
た。 
 記入した３つの様式を基に、障害保健
福祉課と保健所で、主治医の連絡先と入
院先の確保ができるかどうか等を確認し
て、A さんの災害時個別避難計画が立て
られ、年度内に A さんに報告されること
が、A さんからの質問に対して保健師か
ら説明された。さらに、A さんは「電源
の確保」と「エレベーター停止時の移動
方法」に不安があることを伝えた。「電
源確保」については市が「医療系の災害
避難場所」を検討中であることが回答さ
れた。「移送方法」については個人避難
計画中で検討すること、支援者の責務は
安否確認だけで移送対応ではないことと、
災害時のために手動車いすの公費交付は
一般でないことが回答された。すでに東
京とは、在宅人工呼吸器利用者などに対
して自家発電装置を購入する助成金を支
給し、災害時における在宅避難対策をと

っていた。しかし、A さんは、自家発電
装置を購入していなかった。自家発電装
置の操作、燃料の確保、取り扱いなどに
懸念をもっていたためであった。 
 この日、支援者となった手話通訳者 I
さんに渡された「支援者セット」の内容
は、手話通訳 I により担当者らとの会議
が終わってから確認され A さんに説明さ
れた。すなわち、支援者カード、安否確
認チェックシート、黄色いリボン約２m
（確認が終わったことを示すために玄関
のドアノブや門扉に結ぶ）、ラミネート
加工された A5 サイズの荷札（表に「災
害時要援護者 A」、裏に「災害時支援者 
i」と印刷されており、必要ならば避難場
所等の連絡先を書く余白がある）、クレ
ヨン、懐中電灯、予備電池、支援者契約
書、担当民生委員の名刺であった。 
 
1.3. 東京電力への登録 
 A さんの問い合わせに対応して、2012
年 12 月に O 保健師は東京電力に登録す
るために A さんを訪問して、お客様番号
と電話番号の確認をした。A さんは盲ろ
うで一人でいる場合には電話に出られな
いため、東京電力からの連絡を電話でな
くメールで受け取りたいことを O 保健師
に伝言した。停電の予告を受けた後の対
策までは東京電力は保障しておらず、人
工呼吸器利用者各自で外部バッテリーや
自家発電装置を使用することが想定され
ていた。バッテリーは充電方法の制約か
ら日中のバッテリー残存状態は 10 時間で
あることが A さんから O 保健師に伝えら
れ、A さんからの問いに対して対応体制
を年度内に提案する予定であることが O
保健師から応えられた。また、この機会
に、吸引機と胃ろうの使用頻度と食事の
形態が O 保健師から A さんに確認された。 
 2014 年３月の深夜 2 時から最大で 3 時
間程度の停電が予定された。マンション
の変電装置の交換のためであった。東京
電力から、14 日前と前日に、メールで連
絡があり、この 3 時間の間に工事を担当
する人の携帯電話及び携帯メールアドレ
スが通知された。A さんが返信をしなか
ったため、停電当日の日中に東京電力職
員が、発電機を持って A さんを訪問した。



 

 
 

 

訪問時に A さんは一人でいたため、はじ
めは誰が来たのかわからなかったところ、
３人いると推測されたうちの一人が、A
さんの左手のひらに指で「とうきょうで
んりょく ていでん」と書いたため、A
さんは状況を理解し、「知っています！
メールに返事をすぐにしなくて申し訳な
いです。予備バッテリーの準備などはし
ています。」と答え、東京電力職員は発
電機は持って帰ったようであったという。
東京電力職員は、手を握って「ありがと
う。X です」と名前を書き、災害時個別
支援計画作りの時に顔合わせをしていた
人が来たことが分かったという。 
 
1.4. 年度替りによる担当者の交代 
 2013 年 4 月、前年度に約束された「A
さんの個別避難計画」の提案がないまま
に担当の保健師と市役所職員は交代し、8
月に、新しい担当者がＡさんを訪問し、
前年度と同じ表の内容を確認した。その
際に、停電時の東京電力からの連絡は電
話でしか得られないことが伝えられた。 
 
1.5. 個人避難計画 
 2013 年８月には、新しい保健師、市役
所福祉課の看護師と昨年度も同席したケ
ースワーカー、電力会社職員が A さんを
訪問した。保健師からＡさんに個人避難
計画を記載した用紙 3 枚が渡されたが、
古くなっていた情報もあったため、A さ
んは修正を依頼し、10 月に修正版が A さ
んにメールで送信された。個人避難計画
は、定められた様式に前年度と年度初め
の聞き取り内容を入力したもので、必要
な物品として人工呼吸器、ネブライザー、
携帯点字ディスプレイ、エアコンおよび
消耗品、かかりつけ医などの連絡先が記
載された。携帯点字ディスプレイはＡさ
んが点字で情報を入手するために使用し
ており、内部バッテリーは５－６時間、
予備バッテリーは 4 時間程度で、電源確
保が必要であった。また、エアコンも体
温調整が難しいＡさんには必須であった。
訪問の前日には、停電によりエアコンが
数分間２回、止まり、体温調整に不安を
感じたために、A さんは追加して記入す
ることを依頼した。エアコンの送風が止

まったことは感じたが、A さんひとりで
は停電であることの確証を得るのも困難
であることに、この時、気づいた。 
 停電の連絡については、「市役所が開
いているときは、東京電力から市役所に
電話して、手話通訳者の派遣により A さ
んに伝達する」が、「市役所が閉まって
いるとき（土、日、祝日、平日 5 時半以
降）は手話通訳者の派遣受付ができない
ため、24 時間緊急派遣受付ができる東京
盲ろう者友の会に対して東京電力が通訳
介助者の代理申請をする」という取り決
めを A さんが仲介した。停電時の対策に
ついては、非常用電源を確保した入院先
の提案は保健師からは得られなかったが、
東京電力の支所がＡさんの自宅から 300
ｍの距離にあり、停電時には見回りや自
家発電装置の貸出しを受けられる可能性
があることがわかった。 
 個人避難計画には地域の支援者 4 名の
氏名と連絡先、一時集合場所が記載され
た。一時集合場所には安否確認カードを
支援者が届けることが記載されたが、Ａ
さんが必要な電源や環境を確保できる避
難所の情報はなかった。Ａさんは散歩の
途中で一時集合場所に立ち寄り見学を申
し出たことがあったが、突然の見学は認
められなかったことから、担当の民生委
員と共に見学を計画することとした。 
 
1.6. 安否確認訓練 
 2013 年 10 月には、A さんの地区を担
当する地域社会福祉協議会の防災会の主
催で災害発生後の安否確認訓練が行われ
た。指定された日（土曜日）の指定され
た時間から 2 時間以内に、一時避難集合
場所である中学校のポストに支援者が安
否確認シートを届けることが目標とされ
た。Ａさんの自宅には同じマンションに
住む主婦である支援者Ｓさんが発災想定
時間の 5 分後に訪れた。訓練のことを忘
れていたＡさんはチャイムに応じてドア
を開けたが、Ｓさんは支援者として引き
合わされた時に習った自分の名前をあら
わす手話を忘れていたため、身振り手振
りではＡさんに誰が何のために来たかを
伝えることはできなかった。Ａさんは手
のひらを出して「書いてください」と頼



 

 
 

 

み、『あんぴかくにんくんれん』と書か
れたことで状況が理解された（以下、
「」は A さんの発声を、『』は S さんの
発声を示す）。「お名前は？」『Ｓで
す』「思い出しました」というやり取り
の後、ＡさんはＳさんの名前を示す手話
を伝えた。『げんきですか』「元気で
す」という会話がなされた。さらに目標
時間終了の 15 分前に、支援者に指定され
ていた手話通訳者 i がＡさんを訪問し安
否確認カードに A さんの状況を記載して、
一時避難集合場所に届けるという段取り
を説明し、A さんの求めに応じて安否確
認カードの内容を伝えるとともに、A さ
んのスマートフォンで撮影した。手話通
訳者 i は、その日、別の用事があったた
め外出先から目標時間にあわせてＡさん
を訪問した。 
 安否確認訓練での課題は４点がＡさん
から指摘された。第一は、安否確認の手
順において、外の様子を支援者が A さん
に伝える過程がないことであった。触手
話技能がない支援者と意思疎通するには、
「災害時に、訪問者が誰で、外の状況が
どうなっているかなど、Ａさんが必要と
考えることを、○×で答えてもらう質問を
用意しておくことが必要だと感じた」と
A さんは話した。 
第二の課題は、A さんが無事でなかっ

た場合の対処手順を A さんが認識してい
ないことであった。車いすを使うＡさん
の家では高い位置に物はおかないため、
背の高い家具が倒れたり、物が落ちてく
る危険はないとＡさんは考えていた。し
かし、Ａさんが怪我をしたり停電した場
合に安否確認カードに書いて提出された
としても、A さんはどのような対応の可
能性があるかを想像できなかった。 
第三の課題は、支援者同士の連絡手段

がなかったことであった。要援護者名簿
に登録後の１年半の間に、後述するよう
に地域の支援者のための集会は１度行わ
れたが、A さんに関して４名の支援者と
民生委員および A さんが一堂に会して情
報を共有する機会はなかった。確認に訪
れた支援者 2 名ともに、登録時に渡され
た確認済みであることを示すリボンをド
アノブにつけることはしなかった。支援

者の来訪を知らせるリボンなどの支援者
用のキットは要援護者の家にあれば、外
出先から駆けつける支援者でも使えるこ
とがＡさんから指摘された。当事者が関
与しない支援者同士の連絡の必要を、A
さんは求めなかったが、A さんに伝えた
内容、手配したこと、手配できていない
ことの記録を A さんと共に残すことは、
意思疎通に時間がかかる場合には有効で
あるとＡさんから提案された。 
第四の課題は、Ａさんが外出中の対応

であった。訪問しても応答がなければ、
支援者はＡさんが外出しているのか室内
で困っているのかの判断をするのに、A
さんの居室がある 5 階と 1 階の管理人室
を往復して鍵を借り、室内に入って確認
しなければならず時間を要する。これに
対してＡさんは、玄関扉の裏に外出や旅
行を示す掲示を準備していた (図)。しか
し、支援者の全てには鍵の扱いや掲示板
について伝えられていなかった。 
 
1.7. 支援者の集まり 

2014 年 3 月 8 日には、災害時要援護者
制度で要援護者の地域支援者を対象とし
た初めての集会が、中央福祉の会主催で
行われた。A さんは、支援者の一人であ
る市登録手話通訳者の I さんが通訳に来
た際に集会が行われたことを知り、資料
のコピーを入手した。要援護者には何も
知らせがなかったことについて「少し残
念な気がします」と語った。I さんが参
加した他の市内で開催された防災セミナ
ーのパワーポイントの資料も A さんは入
手した。第二著者から A さんに、この防
災セミナーへの参加を勧めていたが、体
調不良により参加できなかったものであ
った。 
 
２．自立支援協議会での防災活動 
 A さんは、2012 年度より M 市の自立
支援協議会 障害当事者部会委員として
参加し、平成 2013 年度には、年間を通じ
て「防災」に取り組み３つの事業を進め
た。第一は、支援者によるくらす部会と
協同して、東京都が提案しているヘルプ
カード[5]の M 市版の作成であった。す
でに M 市はヘルプカード作成の予算を確



 

 
 

 

保しており、障害福祉課から自立支援協
議会のくらす部会に対して、ヘルプカー
ド作成を依頼した。自立支援協議会では、
情報シートを折りたためば障害者手帳に
入るサイズで、市のホームページからも
ダウンロードして家庭で入力、印刷がで
きるように設計した。2014 年度には、利
用の手引きリーフレットを作成し、ヘル
プカードの普及啓発事業を行う予定にな
っていた。 
  
３．盲ろう当事者組織での防災活動 
 盲ろう者は災害時に情報入手ができな
いこと、単独では部屋や屋外の散乱の状
況も把握できないことから、東日本大震
災における危機感は非常に強かった。例
えば、全国盲ろう者協会は、老朽化した
ビルの 5 階の事務所から別の地域の 1 階
の事務所に、東日本大震災発生後半年後
には転居した。また、2011 年以降、各県
の盲ろう者友の会は被災地在住の盲ろう
者に震災に関する講演を依頼したり、勉
強会を開いた。東京盲ろう者友の会では
災害に対する勉強会や避難訓練を開始し
た。友の会の事務所および会議室は２階
にあるため、2012 年の避難訓練では女性
手動車いす利用の盲ろう者を女性職員が
最後尾で負ぶって避難し、2013 年の避難
訓練では２名の電動車いす利用の盲ろう
女性はエレベーターで避難した。2013 年
の全国盲ろう者協会の全国大会でも災害
に関する分科会が、盲ろう者リーダー研
修でも「災害」が話題として取り上げら
れた。A さんも、自助の状況を学会発表
したり(資料３)、世界ヘレンケラー会議
（世界盲ろう者連盟主催の国際会議）で
発表した(資料４)。 
 盲ろう者団体ニューリーダー研修での
災害に関するグループディスカッション
では、情報入手と盲ろう者に使いやすい
備蓄用品や避難訓練が話題になった。災
害発生時に避難すべきかどうかを判断す
るための情報入手方法として、ファック
スが使用できる見込みは薄いこと、行政
からのメールでの情報発信がわかりにく
く、気づきにくいことが指摘され、解決
策としては、災害時聴覚障害者向け情報
提供サービスとして、登録した聴覚障害

者に地域のろう協会が災害時にファック
スで情報を提供している地域については、
旧式のファックスで受信すると自動的に
用紙が排出される機種であれば、ファッ
クスから排出される用紙の枚数などで状
況の緊急性を知らせたり、そのファック
スを、自分のコミュニケーション方法で
伝えることができる人に転送することが
提案された。 
 備蓄品に関しては、日常使っているも
のが使えなくなることから、カセットコ
ンロの取り扱い、缶詰の開け方、お湯の
注ぎ方等、非常用品を実際に使ってみて、
盲ろう者にとって使いやすい備蓄品とは
何かを考えていく必要があると A さんは
指摘した。 
避難訓練に関しては、想定される災害

（地震、大雪、水害、猛暑など）に合わ
せた対策が必要なこと、通訳介助者も安
全に盲ろう者を守れるように、通訳介助
者向けの避難訓練の必要性、手話がわか
らない人たちとのコミュニケーションの
取り方を平時から練習しておく必要性が
A さんから指摘された。また、同研修で
は、A さんが世界ヘレンケラー会議で行
った発表[*]を受けて、「やはり、いのち
あってこそ、次があるわけなので、日頃
からあきらめないで、生き延びたいと思
う生活を送ることができるようにするこ
とが、防災の基本だと思う」という主張
に対して多くの賛同を得た。 
 
４.  自助の精査 
4.1. 備蓄の整理 

2012 年までは、備蓄を、常に持ち歩く
もの、3 日間必要なもの、7 日間必要なも
の、避難する場合避難所で必要なものの
4 段階に分けていた[*]。その確認作業は
毎月 1 回行っていたが、１回あたり 3－4
時間程度を必要としたことと日常的に使
っているものがあることが理由であった。
また、自宅避難という原則から、食料は
備蓄よりも普段使っているものを多めに
保管するようにした。さらに、建物崩壊
や火事発により、ヘルパー一人で避難支
援をすることが可能な必要最低限の物品
を絞ることが計画された。 
 



 

 
 

 

4.2． 対策物品の追加 
 大災害時だけでなく、日常的に便利な
物品の追加も随時行われた。第一は、ホ
イッスル代用品であった。音が聞こえな
いために音を実感できないこと、肺活量
が小さいことから、ホイッスルではなく、
手で押して空気と音がでる玩具を百円シ
ョップで見つけて、車いすにとりつけ、
平時からヘルパーを呼ぶ時に使用しはじ
めた。 
第二は、携帯用エアマット[*]であった。

通訳・介助者またはヘルパーはストロー
で 4 分 30 秒程度で膨らますことができる
ことを確認し、通常の外出時にも携帯す
ることとした。 
第三は、すでに記述した玄関扉につけ

た掲示板であった。 
 
4.3. 残された課題 
 前年度に自助を検討した際に、残され
た課題であった「停電への対策」「ライ
フラインの長期停止に対応する物資の配
送」「火事や建物倒壊の場合のＡさんの
搬送」 高層階からの避難」「単独移動中
の避難」「長期停電への対策」「介助者
の確保」「清潔な水の確保」「円滑な医
療連携の確保」のうち、「停電への対
策」は人工呼吸器利用者への東京都の対
策もあり、電源の必要性を市役所関係者、
民生委員、支援者らと共有し、近隣の東
京電力支所からの支援が得られる可能性
があることが確認できた。そのほかの課
題のうちマンションからの避難に関して
は、簡易担架（＊）、おぶいひも（＊）
を試し、自宅からの脱出には使えること
を確認した。しかし、外出時に携帯する
には大きすぎた。  
 
D.考察 
 A さんによる災害準備のうち共助に関
しては、地域の活動の充実が並行し、名
簿登録から１年半の期間に着実な進捗を
見せた。その過程で注目された２点につ
いて以下に考察する。 

１． 当事者からの申し出と確認 
 保健師による聞き取りにおいては、A
さんは聞き取り内容が、いつ、どのよう

に A さんに反映されるかを常に質問した
ことは、着実な個人避難計画の進捗をも
たらした一因であると推測する。安否確
認訓練でも、支援者が記入する安否確認
カードの内容を、A さんから尋ね、写真
に撮ることで支援の経過を A さんは理解
した。また、A さんからのニーズは提示
されるだけでなく、A さん自身によって
も解決方法が工夫され続けた。電力会社
からの停電の連絡に当事者組織を介する
ことは、その一例であった。ただし、大
地震とともに停電が起こった場合には、
電気を使う電話機も使えなくなるため、
この方法も確実ではない。それでも、電
力会社の支社が A さんの家の近くにあっ
たことがわかったため、毎年、担当者の
確認をすれば、停電時には、電力会社か
ら A さんの見回りがなされることは期待
される。研究期間中に起こった計画停電
では、事前のメールによる通知に加えて、
電力会社職員が３名で自家発電装置を持
って A さんを訪問し、A さんとのコミュ
ニケーション方法を知る職員が増えた。 
 自治体やサービス事業所の担当者に交
代により依頼が頓挫することは、個人で
も、組織でも、しばしば指摘される[*]。
A さんの個人避難計画についても、年度
替わりに市役所担当者、保健所の保健師
が交代し、前年度の予告は達成されなか
った。これに対し、A さんは担当者との
関係作りから開始し、着実に個人避難計
画を進展させていた。A さんが人工呼吸
器装着者で単身生活であり、東京都とし
ても最優先と考える要援護者であること
は、自治体側からの協力を引き出すには
有利な条件であったが、A さん自身がニ
ーズを自覚し、自分自身で解決策を提案
し続けることも、計画の進展には重要で
あったと考える。 

 
２． 自助、共助、公助の恊働 
 本事例では、災害準備に関して自助、
共助、公助の境界は明確でなく、相互に
協働し合っていた。市役所は防災計画を
立て、避難所を指定するが、避難所を運
営するのは M 市では避難所運営組織であ
った。避難所により運営組織の立ち上げ



 

 
 

 

時期は異なり、A さんの最寄りの避難所
の運営組織は 2013 年度に設立されたとこ
ろであったが、市内には 10 年以上の歴史
を持ち、体育館の段差を解消するために
スロープを手作りした避難所運営組織も
あった[*]。また、災害時要援護者名簿を
受け付け、安否確認訓練を取りまとめた
のは市役所であるが、要援護者と支援者
のマッチングを行い、安否確認訓練を要
援護者に説明したのは民生委員の集団で
あった。また、個人避難計画は、市役所
が作成した様式を埋めると共に、A さん
自身からの要望と発案に市役所職員が答
える形で作成された。 
東日本大震災により自治体と地域組織

の意識が高まり、防災計画の修正、避難

所運営組織の設立と初動訓練、安否確認
訓練及び支援者集会などが相次いで実施
されたことも、A さんの個人避難計画作
成を進展させた要因と考えられる。ライ
フラインの長期停止に対応する物資の配
送、火事や建物倒壊の場合のＡさんの搬
送、高層階からの避難、単独移動中の避
難、長期停電への対策、介助者の確保、
清潔な水の確保、円滑な医療連携の確保
未解決と、課題は、まだ多く、次年度に
は、さらに A さんの個人避難計画作成を
追跡する。 
 
 
 

 
 
  
 
訓練用               要援護者番号      
 
           安否確認チェックシート  
 

記入年月日 平成  年  月  日 
記入者(支援者)  

 
１． 要援護者 氏名  
２． 要援護者 住所 武蔵野市 
 
●●中学校正門内の「災害時要援護者安否確認受付」(緑色ののぼり旗“●●福祉の会”が
目印)に提出してください。 
 
受付設置時間・・・10 月 20 日(日) 午後 1 時～2 時（ポストは 3 時まで設置） 
 
図１ 安否確認訓練で試用した安否確認チェックシート 表 
 
 
３．安否確認情報 
安否確認 安否確認できた  

安否確認できない 外出 
不明 

確認日時   月  日  午前・午後 
状態 元気（ 単身・家族といた・               ） 

不安（                         ） 
怪我（                         ） 

その他 連絡事項  
 
図２ 安否確認訓練で試用した安否確認チェックシート 裏 



 

 
 

 

 
図３ 携帯用エアマットにヘルパーが空気を入れるところ 
 

 
図４ 携帯用エアーマットの上に寝て、そのままシーツでくるむと避難できそうであった 
 

 
図３ 玄関ドアの内側に行き先をマグネットで示すと、要援護者の外出時に、支援者は室
内を探し回らなくてよい 


